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サーガル県地域農業研究ステーション

（RARS サーガル） 

RARS サーガルにおける研究員及び農業局

県職員との打合せ 

RARS サーガル内のセミナールーム。農民

や普及員を対象とした講習会が行われる。

RARS サーガル構内で生産された大豆原原種の

選別を行う賃労働者たち。構内で作業に従事す

る労働者は女性が多い。 

サーガル県農業科学センター 

（KVK、RARS サーガル構内にある） 

RARS サーガル内の大豆原原種圃場 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大豆の収穫が終わった農家圃場で JNKVV 研究員

より話を聞く松永調査団員 

JNKVV教授陣と会合する調査団（中央奥が JNKVV

学長） 

JNKVV 正面 JNKVV 構内。育種・遺伝学部と種子技術研究プ

ロジェクトの看板が見える。 

JNKVV の AICRP 大豆サブチーム研究員と松永調

査団員 

JNKVV 傘下の Sehore 農業単科大学 の AICRP

大豆メインチーム研究員と調査団 



県農業普及員（SADO）事務所 

サーガル県農業局事務所内にある土壌研究

センターで土壌検査を行う農業局職員 

同土壌研究センターで利用されている土壌

検査機器（1） 

同土壌研究センターで利用され

ている土壌検査機器（2） 

同土壌研究センターで職員が作

成した土壌分布図 

サーガル県農業事務所で用意さ

れていた播種前種子処理技術に

関するポスター 



 

聞き取り調査に協力してくれた零細小規模

農民たち 

小規模農家圃場にて。苗立ち不良のため栽

培・収穫が放棄されていた。 
小規模農家圃場にて。収穫放棄された大豆

聞き取りを行った大規模農民の一

人、ジェイン氏 

聞き取りを行った小規模農民の一

人、ラーム氏 
聞き取りを行った小規模農民の一

人、ラーニー氏 
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事業事前評価表 
１．案件名 

和文：インド国マディヤ・プラデシュ州大豆増産プロジェクト 
英文：Project for Maximisation of Soybean Production in Madhya Pradesh, India 

実施国：インド 実施地域：マディヤ・プラデシュ州 

２．協力概要 

（1）協力内容： 
マディヤ･プラデシュ州（以下、「MP州」という）は代表的な大豆産地である一方、イン

ド第6位の貧困州であり、農業資材の投入も十分できないため大豆生産の主要な担い手であ

る小規模貧困農家の単位面積当たり収量（以下、収量とする）は他州に比べ低くとどまっ

ている。本プロジェクトでは、国家政策で十分に焦点があてられていない小規模貧困農家

の生計向上に寄与するため、低コストかつ導入しやすい技術体系を構築し、大豆の生産性

向上に資する。 
（2）協力期間：2009年～2014年（5年間） 
（3）協力総額（日本側）：3.5億円 
（4）協力対象地：MP州 
（5）協力相手先機関： 

・MP州農民福祉農業開発局 
・州立ジャワハルラールネルー農業大学（Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidhyalaya：JNKVV）

（6）国内協力機関： 
・農林水産省 

（7）裨益対象者： 
・直接裨益者：MP州農民福祉農業開発局普及員、JNKVV所属研究員及び普及員約1,000人 
・間接裨益者（上位目標レベルの裨益者）：MP州で大豆を生産する小規模貧困農家約200万

人＊ 
＊MP州全労働者のうち、農業従事者は71％を占め、うち自作農の65％が零細・小規模農家と言われてい

る。大豆を生産する小規模農民は、MP州全体の自作農の25％程度とみられる。小規模農家の定義は、

2ha未満の土地を所有する農家。 

３．協力の必要性・位置づけ 

（1）現状及び問題点 
インドにおける農業は人口の60％が従事する基幹セクターである一方、同セクターの成

長率はGDP成長率を大きく下回っており、年率9％の成長をめざすインド経済における 大

の不安要因とされている。そのため農業セクターの活性化は第11次5カ年計画（2007～2012
年）においても 重要課題とされている。 

MP州は、農村貧困人口（2,170万人）を抱えているインド第6位の貧困州であり、これら

の農村貧困人口の大部分は、農業従事者として生計を立てている。また、MP州は国内生産

量の5割を占めるインド 大の大豆生産州であるが、州平均収量は1,007kg/haとインド全体

の平均1,051kg/haよりも下回っており、国際半乾燥熱帯作物研究所（ International Crops 
Research Institute for Semi-Arid Tropics： ICRISAT）がインドにおける目標収量とする

2,000kg/haより低い水準にとどまっているのが現状である。大豆生産がMP州で急速に拡大し

た理由は、非灌漑地域の生産性が低い土地においても栽培が可能であったためといわれて

おり、実際、MP州における大豆生産は9割が天水に依存しており、大豆生産の担い手の多

くは農業資材の投入もままならず、かつ2ha未満の土地しか所有しない小規模貧困農家であ
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る。彼らの主な収入源は、政府の 低支持価格の対象である大豆（5～12月が主な栽培時期）

であるため、大豆の生産コストの大きな増大を伴わずに収量の向上を図ることによって、

農家の生計が向上し貧困削減に資することが期待されている。 
他方、近年インドにおいては、著しい経済成長にともない1人当たりの食用油消費量が増

大している。油糧種子のなかでも大豆は作付面積、生産量ともにもっとも成長が著しく、

インド全体で1986年の153万ha/89万ｔから、2007年の885万ha/947万ｔへと大幅な伸びを示

していることから、小規模貧困農家生計向上のための作物としても有望である。 
MP州政府は油糧種子増産のため、種子・肥料・殺虫剤・除草剤等の無料配布を行ってい

るものの、農民が必要な時期に必要量を入手できないという問題がみられる。また、MP州
政府は、油糧種子の生産性向上に向けた技術開発を行ってきたが、こうした技術開発は導

入にあたって自己資金が必要とされる、手間が増える、ある程度の専門知識が必要といっ

たものであることから、小規模貧困農家にとって継続して採用するのが難しく、普及が進

んでいない。 
これらのことから、個々の農業技術開発は可能であるが、小規模貧困農家が採用し得る

組み合わせ技術の構築能力をもたないインド側の技術開発能力に鑑み、わが国の協力によ

り小規模貧困農家向けの、適正技術レベルで低コストかつ農家が取り入れやすい大豆栽培

技術を組み合わせ、MP州の既存普及システム上で普及可能な技術体系を構築することが求

められている。 
 
（2）相手国政府国家政策上の位置づけ 

インド政府は1980年代後半以降、油糧種子の増産に力を入れており、食料油の輸入を減

らし自給を達成することをその目標として掲げている。1986年に開始された「油糧種子生

産プログラム」“Oilseeds Production Programme：OPP” は、その後2004年に各州の特性に応

じたアプローチが可能となるよう、豆類、油ヤシ、メイズ等のプログラムと統合され、「油

糧種子・豆類・油ヤシ・トウモロコシ統合スキーム」“Integrated Scheme of Oilseeds, Pulses, 
Oil-palm and Maize：ISOPOM” として継続実施されている。これらの政策は、生産技術及び

収穫後処理の向上などを通して油糧種子の生産量を増加するとともに、食用油の輸入量を

減らし自給を達成することを目的にしている。 
インド政府の第11次5カ年計画においては、ISOPOMが油糧種子増産に一定の貢献をした

ことを評価する一方で、食用油の国内需要に追いついていない現状を指摘している。また、

今後の課題として農業研究が取り上げられ、州立農業大学が地域研究機関の中心的役割を

担い、地域に適した体系的な農業技術の開発研究を進めていくことが求められている。 
 

（3）わが国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置づけ（プログラムにおける位

置づけ） 
わが国の「対インド国別援助計画」で述べられている農業生産性の向上を通して農村住

民の所得向上や雇用促進を支援するという援助方針と整合的である。本プロジェクトは「農

業生産性の向上プログラム」に位置づけられ、農村の生計向上に寄与することが期待され

ている。 

４．協力の枠組み（案） 

（1）協力の目標（アウトカム） 
1）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）： 

小規模貧困農家に適した大豆栽培技術体系が構築される。 
（指標） 
1．構築された技術体系を導入した結果にパイロット農家の 7 割以上が満足し、継続的
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に採用する。 
2．構築された大豆栽培技術体系に関する普及員用ハンドブックが作成される。 

 
2）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）： 

MP 州農民福祉農業開発局及び JNKVV により、小規模貧困農家を対象とした大豆栽培

技術が普及する。 
（指標） 
プロジェクトで構築された栽培技術体系に基づいた栽培を行う農家が増える。 

 
（2）成果（アウトプット）と活動 

成果 1：小規模貧困農家のための大豆栽培技術改善に関する方針が定まる。 
（活動） 

1-1 大豆栽培農家をとりまく社会的・経済的な問題の整理・分析 
1-2 慣行栽培法及び推奨技術に関する課題の整理・分析 
1-3 肥培管理技術に関する課題の整理・分析 
1-4 病虫害管理技術の課題の整理・分析 
1-5 湿害、旱魃に強い耕種技術の課題の整理・分析 
1-6 肥培管理、病害虫防除、土壌管理等分野ごとの必要な個別技術改善に向けた方針

の策定 
1-7 JNKVV本・支場から実証試験圃場の選定（5カ所程度） 

（指標） 
・低収の原因が明らかとなり個別技術ごとに改善に向けた方針が明らかにされた報告書

が作成される。 
 

成果 2：小規模貧困農家の大豆栽培を対象とした肥培管理技術が開発される。 
（活動） 

2-1 土壌養分分析情報に基づく土壌肥沃度マップの作成 
2-2 土壌タイプごとの施肥方法の検討 
2-3 未利用有機質資材（焼却あるいは放置されている稲もみ殻や大豆殻等の作物残さ）

を活用した肥培管理法の開発 
2-4 他作物との輪作などによる連作障害を回避した肥沃度管理技術の開発 

 
（指標） 
・JNKVV 試験圃場（5 地区）において、既存の技術と比較して開発技術の有効性が実証

される。 
 

成果 3：小規模貧困農家の大豆栽培を対象とした病虫害管理技術が開発される。 
3-1 低投入型病害虫管理〔総合的病害虫管理（Integrated Pest Management：IPM）を含

む〕に有効な地域資源等の課題の整理・分析 
3-2 主要病害抵抗性品種の利用による低投入型病害防除技術の開発 
3-3 主要害虫の発生予察に基づく低投入型害虫防除技術の開発 

 
（指標） 
・JNKVV 試験圃場（5 地区）において、既存の技術と比較して開発技術の有効性が実証

される。 
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成果 4：小規模貧困農家の大豆栽培を対象とした湿害、旱魃に強い耕種技術が改良される。

4-1 生育初期の湿害を回避できる播種技術の改良 
4-2 生育中･後期の旱魃に強い耕種技術の改良 

（指標） 
・JNKVV 試験圃場（5 地区）において、既存の技術と比較して改良技術の有効性が実証

される。 
 

成果 5：開発・改良された個別技術が体系化され、有効性が実証される。 
（活動） 

5-1 適な体系化のための実証計画策定 
5-2 パイロット農家選定のための社会・経済分析 
5-3 パイロット農家の選定 
5-4 MP州普及担当者が行うパイロット農家での技術体系の実証試験への支援 
5-6 実証された技術体系の整理、再構築 
5-7 普及員用ハンドブックの作成 

（指標） 
・パイロット農家において、構築された栽培技術体系が導入されることによって同農家

における慣行栽培法に比して、その有効性が実証される。 
 

（3）投入 
日本側 

長期専門家：チーフアドバイザー/大豆栽培、虫害管理、調整員 
短期専門家：土壌肥料、病害管理、農家経済等（必要に応じて派遣） 
供 与 機 材 ：研究用資機材等 

インド側 
カウンターパートの配置 
施設（執務スペース等）の提供 
試験圃場及びパイロット農家の提供 

 
（4）外部要因（満たされるべき外部条件） 

留意すべき外部要因として、以下のものが想定される。 
1）上位目標達成のための外部条件 

・MP 州における現行の普及体制に著しい変動を与えるような政策変更がない。 
・インド政府による大豆の 低支持価格制度が維持される。 

2）成果達成のための外部条件 
・本プロジェクト期間中に大規模な気象災害が複数年発生しない。 
・本プロジェクト期間中に深刻な未知の病虫被害が複数年発生しない。 

５．評価 5 項目による評価結果 

（1）妥当性 
・インド政府第 11 次 5 カ年計画は、Inclusive Growth（包括的な成長）を標榜している。北

部貧困州の１つである MP 州において、生産者の大半を占める小規模貧困農家の所得向

上に資する大豆栽培技術の改良を行うことは、国民の生活水準の底上げのみならず農業

経済成長への貢献度も高く、インド政府の政策方針と合致しているといえる。また、MP
州政府が推進する油糧種子増産政策への貢献度も高い。同時に、わが国の「対インド国

別援助計画」では、農業生産性の向上を通じて農村住民の生計向上や雇用促進を支援す
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ることとされており、日本の援助政策と整合的である。 
・本プロジェクトの上位目標レベルの裨益者は大豆生産者の大半を占める小規模貧困農家

とされている。しかしながら、これまでインド政府の増産政策では、こうした小規模貧

困農家を普及対象とした低投資型の大豆栽培技術が十分に開発・改良されてこなかった。

近年の食用油の消費増により、油糧種子の１つである大豆の需要が急激に伸びている状

況にあって、大豆生産量全国 1 位を誇りながら収量が低い MP 州において、大豆生産者

の大半を占める小規模貧困農家が採用しやすい低投資型の栽培技術改良へのニーズは高

い。 
・日本には一世紀以上に及ぶ大豆栽培技術研究の歴史があり、こうした技術の比較優位性

をもとにインドネシアやパラグアイへ大豆生産分野での技術協力を行ってきた。天水栽

培が中心の当地域で問題となっている干害や湿害などの問題に対しても、国内でのさま

ざまな気候条件下で大豆生産を行ってきた実績が十分に生かされると思われる。 
 

（2）有効性 
・本プロジェクトは、小規模貧困農家に適した低コストの大豆栽培技術の体系が改良され

ることを目標とし、改良された大豆栽培技術体系に関する普及員用ハンドブックが作成

されることをもって、目標の達成を見極めることを想定する。 
・小規模貧困農家の大豆栽培に関する問題点が明らかになり、肥培管理、病害虫防除、土

壌管理等の個別技術が改良され、これまでの農家慣行栽培技術が小規模貧困農家に適し

た形で体系的に改良されることで、プロジェクト目標が達成されることが見込まれる。

 
（3）効率性 

・成果は、小規模貧困農家の大豆生産にかかる現地調査を実施し、その結果明らかになっ

た問題点の取りまとめ、及び試験圃場での実証状況、それらを体系化したハンドブック

の作成をもって、その達成状況を測ることとされていることから妥当な指標と思われる。

・実施機関である JNKVV は、大豆栽培に係る研究のみならず普及まで一貫して行う唯一の

機関であり、研究・普及に係る地方機関のネットワークを州内に広く有する。また JNKVV
には全インド連携研究プロジェクト（All India Coordinated Research Project：AICRP）で

大豆を担当する 2 チームを中心に大豆研究において長年の経験を有する専門家が存在す

ることから、彼らが蓄積してきた専門知識を有効に活用しつつ、日本人長期専門家（チ

ーフアドバイザー/大豆栽培/調整員）や短期専門家の派遣を適宜行い、双方の優位性を生

かした形で活動が円滑に遂行されることが見込まれる。 
・通常の気象災害などの外部要因については、本プロジェクトにより適切な栽培体系が確

立されることで、天候不順の影響緩和が可能になると考えられる。そのため、大規模な

気象災害や未知・既知の病害虫被害が複数年続かない限り、成果の達成が困難になる可

能性は低いと思われる。 
 
（4）インパクト 

・本プロジェクトの成果として作成されるハンドブックを実施機関やその他 MP 州で現在

普及活動を行う各関係機関と共有することで、MP 州全体の小規模貧困農家に適した大豆

栽培技術が広く普及され、大豆生産量が増加することが期待される。 
・また、大豆の増産が実現すれば、搾油や食品加工などの農村工業において地元で多くの

雇用を生みだすことが期待されることから、農村部における雇用拡大への波及効果も見

込まれる。 
・大豆の市場価格については予測が難しいものの、国内需要の伸びが十分に見込まれてい
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ること、また公的配給制度（Public Distribution System：PDS）により 低支持価格が設定

されていることから、価格の暴落により上位目標の達成が困難になる可能性は低いと思

われる。 
 

（5）自立発展性 
・技術普及の観点においては、前述のとおり実施機関である JNKVV は、農村の生計向上に

資する研究開発及びその成果の普及を行うことを使命としており、その研究・普及にか

かる地方機関のネットワークを使い、本プロジェクトで改善された大豆栽培技術を広く

普及できるものと思われる。同時に、地方において JNKVV と密接な連携のもとに活動す

る州農業局普及機関を通じて、JNKVV が開発した他の技術や新品種普及の場合と同様に、

本プロジェクトの成果が広く普及することが期待できる。  
・技術改善の観点においては、インドにおいて 1980 年代から一貫して油糧種子増産政策が

とられており、国内需要の伸びも十分見込まれるため、輸入代替を目的とした同政策が今

後も継続される限り、大豆栽培技術改良の必要性は生じるものと考える。また、実施機関

には、AICRP で大豆を担当する 2 チーム、計 12 名の研究者を中心に長年大豆研究を進め

ており、この体制に大きな変化はないと思われる。資金的な面においても、独自品種の原

種生産から得られる自己資金も有することから、今後も大豆研究及びその普及を継続して

いく方向は担保されていると思われる。 

６．貧困・ジェンダー・環境などへの配慮 

パイロット農家の選定にあたっては、指定カースト、指定部族などの貧困層も含めるよう配

慮する。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

（1）インドにおいて、同分野での類似案件は存在しないが過去、近隣州で実施された養蚕プ

ロジェクトからの教訓は、普及が容易な適正技術の開発こそがモデル農家以外への自発的

な普及活動を可能にしたという点である。よって、本プロジェクトにおいても小規模貧困

農家への普及を念頭に置き、導入しやすい技術開発を行うこととする。 
（2）「パラグアイ大豆生産技術研究計画（1997 年 10 月～2002 年 9 月）」からの教訓は、プロ

ジェクト終了後のパラグアイ側投入（コスト予算含む）が不十分であり、移転された技術

を生かすための財政基盤の確保が困難であった。よって、本プロジェクトにおいては、先

方の既存の投入規模・枠組みを大きく変えることなく、持続性に配慮した技術開発を行う

こととする。 

８．今後の評価計画 

（1）中間レビュー：プロジェクト開始後 2.5 年経過時点（2012 年） 
（2）終了時評価：プロジェクト終了時の半年前（2014 年） 
（3）事後評価：プロジェクト終了 3 年後をめどに実施 

 
 



 

－1－ 

第１章 調査団派遣の経緯 
 

１－１ 要請背景 

インド政府による油糧種子増産にかかる取り組みは、1986 年に開始された「油糧種子生産

プログラム」“Oilseeds Production Programme：OPP”のもとで本格化した。その後 2004 年に、

同プログラムは各州の特性に応じたアプローチが可能となるよう、豆類、油ヤシ、メイズ等

のプログラムと統合され、「油糧種子・豆類・油ヤシ・トウモロコシ統合スキーム（Integrated 
Scheme of Oilseeds, Pulses, Oil-palm and Maize：ISOPOM）」として継続実施されている。これ

らの政策は、生産技術及び収穫後処理の向上などを通して油糧種子の生産量を増加するとと

もに、食用油の輸入量を減らし自給を達成することを目的にしている。具体的には、油糧種

子生産の大部分の担い手である小規模・零細農家を対象として、種子や農薬・肥料・土壌改

良機・除草剤等の配布、スプリンクラーセットなどの機材の供与などを行い、油糧種子の生

産に向けた支援を行うものである。また、生産技術に関する知識を広めるため、各州農業局

によるデモンストレーションも行っている。 
国立大豆研究センター（National Research Center for Soybean：NRCS）によると、油糧種子の

なかでも大豆は作付面積、生産量ともに も成長が著しく、インド全体で 1986 年の 153 万

ha/89 万 t から、2007 年の 885 万 ha/947 万 t へと大幅な伸びを示している。特にマディヤ・

プラデシュ州（以下、「MP 州」）は 1990 年代初頭まで、インドにおける大豆生産量の 8 割以

上を占めていたが、マハラーシュトラ州、アンドラ・プラデシュ州など他州での増産や、雨

量不足などが原因で、国内シェアは 5 割程度まで落ち込んでいる。しかし、生産量に変動は

あるものの、作付面積は 90 年代後半からほぼ横ばいであることから、収量を安定させること

で増産につなげる潜在力は十分に有していると思われる。 
また、MP州は、ビハール州、ウッタル・プラデシュ州に次ぐ農村貧困人口（2,170 万人）を抱

えている貧困州であり、プロジェクト対象地であるブンデールカンド地域は、同州のなかでも 469
万人と貧困層である指定カーストや指定部族が多く居住している。これらの農村貧困人口の大部

分は、零細農民や農業労働者として生計を立てている。大豆は小麦などと比較して、多くの労働

力を必要とする作物であり（生産費に占める労働報酬の割合は、小麦が 15％に対して、大豆は

28％）、搾油、家畜の飼料など用途も多く、加工に向く作物である。また、大豆生産量国内 1 位

を誇るMP州における大豆生産は、9 割が天水に依存しており、その主体の多くは灌漑施設や農業

機械などを持たない零細小規模農民である。 
したがって、こうした後進地域の零細小規模農家において大豆生産量拡大が実現すれば、イン

ドにおける食料自給率を向上させて食料安全保障を強化できるだけでなく、貧困農民に雇用機会

を提供し、生計向上にも寄与すると考えられる。 
 

１－２ 要請後の経緯 

１－２－１ MP州との協議による整理 
要請書は「油糧種子・豆類増産」をプロジェクトのタイトルと掲げながら、大きく分けると、

①油糧種子・豆類増産、②所得創出活動による貧困削減とそれによる農業労働者・零細農家の

移住削減、③地下水涵養や貯水池改修による水資源確保の3点に整理される。 
しかしながら、所得創出活動による貧困削減とそれによる農業労働者・零細農家の移住削減
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のためには、①を先行する必要があり、技術協力プロジェクトとしては、段階的に目標を定め

て実施することが妥当であると考えられる（さらに移住削減が達成されるかどうかは、貧困削

減が実現した場合においても、インド全体の経済・社会の変化など外部要因に左右される部分

が大きい）。 
そのため、貧困削減はより上位の目標として位置づけることが適当であり、本プロジェクト

としては、第一段階として、①に焦点を当てることが考えられる。 
また、地域全体の貯水池の改修については、技術協力の枠組みのなかで、大規模に実施する

ことは困難であるため、実施は見合わせたい。 
なお、上記の方向性に対する先方の意向を打診したところ（2008年5月にMP州農民福祉農業

開発協力局（Department of Farmers Welfare and Agriculture Development and Cooperation、以下「農

業局」）次官Pravesh Sharma氏（当時）と面談のうえ、確認、先方のコメントは以下のとおりで

あった。 
・技術協力プロジェクトとして、日本の有する専門性・技術の移転が主体となること、また、

一定の期間内に成果が見える目標設定が必要となることから、要請内容に対し、協力対象

の絞込みを行うことについては、MP州として差し支えない。また、①増産による生計向上

を本プロジェクトの中核とし、直接的な所得創出活動、貯水池の改修などについては、長

期的な視野で検討するとしても本プロジェクトの直接の活動内容に含めないこと、②日本

が専門性を有し、かつMP州が全国シェア1位を占める作物として、食用・油糧を含む大豆

を対象とすること、③地域もブンデールカンドに限定せず、他地域の可能性も検討するこ

と、のいずれもMP州として同意する。 
 
さらに、先方からは以下の提案がなされた。 
・技術協力として大豆の増産に特化するのであれば、行政組織の州政府が直接的なカウンタ

ーパートになるのではなく、州農業局傘下のジャワハルラールネルー農業大学（Jawaharlal 
Nehru Krishi Vishwa Vidhyalaya：JNKVV）が直接的なカウンターパートとなることが、以

下の理由で妥当と思われる。すなわち同大学には、国内で栽培される大豆の 9 割を占める

品種を開発した研究実績があるとともに、州内に広く研究・普及センターのネットワーク

をもち、州政府の普及機関との連携も強い。そのため、大学をベースとした増産に向けた

課題分析を行い、その成果を州政府普及機関と連携しながら地域に還元していく、という

方向性が妥当ではないか。また、インドールのNRCSや、大豆加工業者協会（Soybean 
Processors Association of India：SOPA）との連携も必要だろう。 

・そのうえで、より具体的なことは、大学と直接協議することを勧める。 
 
１－２－２ 関係機関からの情報収集と課題分析による整理 

さらに、情報収集を行うため、JNKVVの協力を得て関係機関や大豆生産地域を訪問し、聞き

取り・課題分析を行った1。 
結果は以下のとおりである。 

                                                        
1 訪問・意見聞き取り調査を行った機関名は、「付属資料8大豆生産農家聞き取り結果」のとおり。 
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（1）現地専門家・関係者の見解 
MP州における大豆生産は、1980 年代から徐々に栽培面積を増やし、1990 年代後半にそ

のピークを迎えたと見られる（図１－１）。一方、生産量と収量も同時期をピークに不安定

化している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－１ MP州における大豆栽培 

 
その要因について現地で聞き取りをしたところによると、近年の干魃に加え、これまで

は見られなかったYellow Mosaic Virusなどの病害や、Semilooper, Girdle Beetle, Spodoptera 
litura（通称Tobacco Caterpillar）などの虫害が発生していることと、それに対する対策が十

分に普及されていないことが指摘された。また、現地農業大学のまとめた報告書では、零

細小規模農家に適した、低投資型の農業技術の開発・普及が十分になされていないことも

指摘されている。 
また、JNKVVでは、干魃や病虫害に強い品種の開発をしているが、まだ改善の余地があ

ること、さらにそれら優良品種の原原種、原種生産も行っているが、そうした優良種子が

農家に十分に行き渡っておらず、多くの農家が自家採取を繰り返していることなども収量

向上の阻害要因として、JNKVVの大豆専門家は説明している。 
以上を踏まえ、JNKVVは、日本のインプットに限りがあることは理解していると前置き

したうえで、 
① 種子増殖支援による種子更新率の向上 
② 病虫害耐性の強い品種の開発 
③ 零細小規模農民に適した栽培技術の確立 
の 3 点をプロジェクトの核とすることを提案した。 

 
（2）日本有識者の見解 

こうした現地専門家の意見を集約し、インドにおける研究経験のある日本の大豆専門家

に意見を求めたところ、Yellow Mosaic Virusなどによる実際の被害は通常言われるほど大き
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くないことが多く（ただし、この病害については今回調査で更に聞き取りを行うべきとの

こと）、したがって先進国においても抵抗性の系統もないことから、品種改良による耐病性

の向上は大きな成果が見込めない一方、零細小規模農民の多い途上国において大豆増産の

鍵を握るのは③の基本的な栽培技術の確立であり、優先順位からいうとその次が①種子増

殖支援、 後に②品種開発ではないか、とのコメントを得た。具体的には、インドの場合、

農薬を大量に使う農法ではなく、ブラジルのようにできるだけ耕耘を省略して農業生態系

の生物相を複雑にし、むしろ天敵を利用する栽培法を作っていくことが大事ではないか。

それであれば、基本的な技術は日本でもできているので、応用が可能だろう、とのことで

あった。 
 
（3）種子増殖支援にかかる制約と支援の妥当性 

JNKVVの提案を踏まえ、種子増殖に携わる機関を調査したところ、MP州における関係

機関は①主に原原種・原種生産を行うJNKVV及びその地域機関と、②原種以下、普及種子

までを生産する種子公社、協同組合、中核農家、民間企業などに大別される。しかし、②

の中核である種子公社は制度的な制約から一部機能しておらず、①のJNKVVにおいても農

民への普及を充実させるべく“Seed Village Programme”などさまざまな計画を実施するこ

とで、普及種子生産の拡充を図っているところである。このほか、中央政府の各種プログ

ラムも存在することを勘案すると、一部機能不全となっている種子公社の役割をさまざま

な機関や制度によって補完しようとしているのが現況と思われる。 
一方、内部検討においては、主に①貧困農民を対象としたプロジェクトにおいて、種子

増殖支援を行っても購買力のない貧困層への裨益は見込めないこと、②種子増殖システム

の根本的課題が制度的制約にある限り、システム強化による効果、持続性が見込めないこ

と、の 2 点から、種子増殖システム強化に係る支援の妥当性は低いのではないか、という

懸念が指摘されている。 
 
（4）協力内容の整理 

以上を勘案すると、MP州側が求めている 3 点（①種子増殖支援による種子更新率の向

上、②病虫害耐性の強い品種の開発、③零細小規模農民に適した栽培技術の確立）のうち、

実現可能性及び持続性、また貧困層への裨益という観点から整理した場合、③を中心とし

てプロジェクトを組み立てるのが妥当と思われる。この方針は事前調査前の対処方針会議

で承認された。 
 

１－３ 調査目的及び具体的調査事項 

（1）インド側関係者とプロジェクトの実施に向けた枠組み（実施体制、案件の目的、活動、期

間、主な投入など）を協議する。 
 

（2）協議結果を踏まえ、 終的なPDM及びPOを含む協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）

を取りまとめ、MP州政府農業局とM/Mの署名・交換を行う。 
標記調査団は、プロジェクト開始に必要な情報の収集及びプロジェクトの枠組みについて

のインド側関係者との合意を目的とし、2008 年 10 月 12 日から 24 日までインドに滞在し、
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MP州農業局、ジャワハルラールネルー農業大学（JNKVV）、その他関係機関と協議を行うと

ともに、現地調査を実施した。 
農業局との合意事項は議事録に取りまとめ、農業局次官と調査団長との間で署名を行った

（「協議議事録は付属資料 1」のとおり）。 
 

１－４ 団員構成 

担当分野 氏 名 所 属 

団長 朝熊 由美子 JICAインド事務所次長 
農業行政 前田 安正 農林水産省大臣官房国際部国際協力課 課長補佐 
大豆栽培 松永 亮一 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄

農業研究センター 研究管理監 
評価分析 三谷 絹子 アイシー・ネット株式会社 
調査企画 佐々木 結 JICAインド事務所 

 
１－５ 日程 

現地調査は、2008 年 10 月 12 日から 10 月 24 日までの期間で実施された。 
調査日程の概要は、以下のとおり。 

 日付 曜日 行 程 宿泊 

1 10 月 12 日 （日） 移動（成田→デリー） デリー 

2 10 月 13 日 （月） JICAインド事務所、インド日本大使館、農業省 デリー 

3 10 月 14 日 （火） 
AM：移動（デリー→ボパール/空路） 

ボパール 15：00 MP州農業局次官との協議、M/Mドラフ

ト協議 

4 10 月 15 日 （水） 
AM：移動（ボパール→サーガル/車） 

サーガル 
PM：現地調査 

5 10 月 16 日 （木） 
現地調査（KVK、種子公社農場、協同組合、大豆

農家） 
サーガル 

6 10 月 17 日 （金） 
AM：現地調査 

ジャバルプル
PM：移動（サーガル→ジャバルプル/車） 

7 10 月 18 日 （土） 
JNKVV訪問（施設視察、M/Mドラフト・PDM協

議） 
ジャバルプル

8 10 月 19 日 （日） 
AM：JNKVV訪問（M/Mドラフト・PDM協議） 

インドール 
夕刻移動（ジャバルプル→インドール/空路） 

9 10 月 20 日 （月） 

AM：国立大豆研究センター訪問 
大豆加工業者協会（SOPA）訪問 ボパール 
PM：移動（インドール→ボパール/車） 

10 10 月 21 日 （火） 
AM：内部協議 

ボパール 
15：00 MP州農業局次官との 終協議、M/M署名 
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11 10 月 22 日 （水） 
中央農業機械研究所（CIAE）内/大豆加工利用セ

ンター（SPU）、州立種子保証機構（SSCA）、MP
州種子・農場開発公社等視察 

ボパール 

12 10 月 23 日 （木） 
AM：移動（ボパール→デリー/空路） 

デリー 
PM：JICAインド事務所、インド日本大使館 

13 10 月 24 日 （金） 
AM：JICAインド事務所 

機内 
夕刻移動（→成田） 

14 10 月 25 日 （土） 成田着  

 
１－６ 主要面談者 

主要面談者は、「付属資料2リスト」を参照。 
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第２章 インド側との合意事項 
 

２－１ プロジェクト概要 

先述の事前協議内容を受け、調査団が農業局次官と再度協議したところ、先方から、対象とな

るブンデールカンド地域2では大豆以外の油糧種子や豆類も重要性が高いことから、それらを含め

ることを再度検討してほしいとの申し入れがなされた。しかしながら、先方が希望する他の油糧

種子や豆類については、日本側が専門家を派遣することが困難な分野であることから、技術協力

を実施して成果を出すことが困難であると思われる。そのため、調査団は、技術協力では大豆に

特化したいという点を改めて説明し、 終的に先方の合意を得た。 
なお、遺伝子組み換え大豆については協力対象に含まないことを先方から要請され、日本側も

含む考えはないことから、その旨、先方と合意した。 
具体的な協力内容を、インド側実施機関候補であるJNKVVと更に協議・検討した結果、日本側

の方針どおり、「零細小規模農民に適した大豆栽培技術の改善」を目的とした協力内容として、

基本的に先方と合意した。 
インド側と基本的に合意したプロジェクトの内容は以下のとおり。 
1）プロジェクト期間：長期専門家派遣から 5 年間 
2）プロジェクト目標：零細小規模農民に適した大豆栽培技術が改善される。 
3）成果：零細小規模農民に適した低コストの栽培技術（肥培管理、病害虫防除等を含む）が

取りまとめられる3。 
4）活動：1．現在の大豆栽培に関連する調査の実施 

2．既存の技術やデータの再確認 
3．大豆生産の課題の特定 
4．パイロット農場の選定 
5．改善すべき技術の優先付け 
6．肥培管理、病害虫防除、土壌管理等の改善 
7．改善技術の提案及び試験の実施 
8．農場での実証試験の実施 
9．改善された低コストの大豆栽培技術に関するハンドブックの作成 

5）日本側投入：長期専門家（チーフアドバイザー/大豆栽培/調整員） 
短期専門家 
機材供与 
プロジェクト活動に必要な経費 

6）インド側投入：カウンターパートの配置 
施設（農場を含む）の提供 

                                                        
2 対象地域に関する協議の結果は「2-3対象地域」参照。 
3 対処方針では成果を5項目としていたが、農村開発部からのコメントで目的系図的に整合性がとれないとの指摘もあったこ

とから、調査団で整理を行った。その結果、上記の活動内容は土壌、肥培管理等それぞれの問題分野に共通するものであり、

それぞれを列記すると冗長となることなどを踏まえ、成果を1本とすることとして取りまとめた。 
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２－２ 実施体制 

2008 年5月の農業局次官とJICAインド事務所との事前協議の際、農業局次官から「大豆生産に

かかる技術開発を目的とするのであれば、農業局傘下のJNKVVがカウンターパート機関として適

当である」との意見が出された。これを受け、現地調査をした結果、第3章で詳述するとおりJNKVV
は本プロジェクトの実施機関として適当であると判断され、カウンターパート機関はJNKVVとす

ることを先方と合意した。 
 

２－３ 対象地域 

当初の要請はブンデールカンド地域4（サーガル、ダモー、チャタルプール、パンナ、ティカム

ガール、ダティアの 6 県）を対象としたものであったが、案件検討時のODAタスクフォースにお

いて、「プロジェクト対象地域については、ブンデールカンド地域に限定せず、ほかの地域も含

めることを検討すべきである」との意見が出され、それを前提としてA評価がなされた経緯があ

る。 
2008 年 5 月の農業局次官とインド事務所との事前協議において、事務所から、本プロジェクト

の対象地域としてブンデールカンド地域だけでなく、ほかの地域にも広げることを提案し、先方

もそれに基本的に合意した。 
今回、現地における協議中、農業局次官からは「ブンデールカンド地域は大豆以外の豆類の生

産が多く、大豆のみではなく他の豆類もプロジェクトの対象に含めなければ、なぜこのプロジェ

クトがブンデールカンド地域のみを対象とするのか、説明がつかない。ブンデールカンド地域は、

MP州のなかでも貧困地域ではあるが、他の地域にも貧困層は多数おり、貧困層への支援という

理由のみでブンデールカンド地域に特定するのは、対外的な説明が困難である。そのため、協力

対象とする作物が大豆に限られるのであれば、波及効果も考え、ブンデールカンド地域だけでな

くMP州全体を対象とすべきであるし、どうしてもブンデールカンド地域に特定したいというの

であれば、当初の州政府の要請どおり、他の豆類も対象に含めるべきである」との強い意向が示

された。 
調査団内で検討した結果、大豆以外の豆類に対する協力は諸条件を鑑みると困難であるため、

ブンデールカンド地域で他の豆類を含めた協力を行うことには合意できないこと、また、パイロ

ット農場が 5 カ所程度であれば、MP州全体に対象を広げることも技術的に可能であると判断さ

れることから、JICA本部とも相談した結果、本プロジェクトの対象地域は、MP州全体とするこ

ととし、先方と合意した。 
また、プロジェクトの上位目標も、「マディヤ・プラデシュ州の大豆生産が増加する」とし、

先方と合意した。 
以上について、在インド日本国大使館に報告したところ、大使館としても変更後の内容で異論

はなく、MP州全体を対象とすることは、むしろ前向きにとらえるべきではないかとのコメント

を得た。 
 

                                                        
4 ブンデールカンド地域の定義は面談者により異なることがあったが、これら6県が「ブンデールカンド地域」として先方か

ら要請されていた。 
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２－４ プロジェクト名 

プロジェクトの内容を鑑み、本プロジェクトのプロジェクト名を、要請時の「インド国ブンデ

ールカンド地域油糧種子・豆類増産プロジェクト」から、「インド国マディヤ・プラデシュ州大

豆増産プロジェクト」に変更することを、先方と合意した。 
 

２－５ インド側負担事項 

調査団は当初、プロジェクト実施時の先方政府の負担事項（カウンターパートの配置、活動費

の支出、免税措置等）を明記した議事録を締結する予定であった。 
しかしながら、農業省次官は「財政的負担を伴うものは、州の閣議を経ないと合意できない。

（MP州で実施する）他のJICAプロジェクトでは閣議を経ていないかもしれないが、自分として

は州内の必要な手続きは経る必要があると考える。そのため、これら負担事項を含めた合意文書

には現段階では署名することはできない」と強く主張した。 
先方は、インド側負担事項が記載された議事録には、現段階では一切署名できないとの姿勢を

崩さなかった。そのため、調査団は、現段階では日本・インド国側双方の合意部分のみの協議議

事録（Minutes of Meeting：M/M）の署名を行い、先方に対しては、当該議事録に基づいて、討議

議事録（Records of Discussions：R/D）署名に向けた手続きを行うことを促すことが重要と判断し

た。その結果、JICA本部とも相談し、インド側負担事項については、今回の議事録の合意事項に

含めなかった。 
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第３章 MP州実施機関 
 

３－１ ジャワハルラールネルー農業大学（JNKVV） 

本プロジェクトのカウンターパート機関であるJNKVVは、1964 年に設立された州立農業大学

である。教育・研究を目的とする機関である一方、設立理念の 1 つとして「農村の生計向上」が

明記されている。そのため、普及活動も主要業務の 1 つと位置づけており、普及を主な活動目的

とする付属機関である農業科学センター（Krishi Vigyan Kendra：KVK）を各県に設置・運営して

いる。こうした研究・普及活動を実施するため、JNKVV傘下には州内 11 の単科大学のほか、9
つのゾーン研究ステーション、20 の地域研究/サブステーション、39 のKVKがある。本部ジャバ

ルプルには日本人専門家のカウンターパートとなる大豆研究者が複数名所属しており、試験圃場

や農場を含め活動のための施設がある。JNKVVの幹部や研究者は本プロジェクトの実施に対して

積極的な印象を受けた（JNKVVの概要と組織図は「付属資料 3」参照）。 
調査団がサーガル県で確認したところ、農業局の県農場は 1980 年代半ばにJNKVVに移管され、

現在では栽培試験を行う試験場はほぼJNKVV傘下に入っていることが確認された（県レベルでの

研究・普及機関に関する詳細な調査結果は「付属資料 4」参照）。 
付属資料 4 に示したとおり、農業局県農業事務所や民間企業、インド大豆加工業者協会（SOPA）

も普及活動を実施している。しかしながら、研究開発から普及まで一貫したシステムを有するの

はJNKVVだけであり5、日本の大豆栽培の専門家とともに数年間にわたり技術開発を行うという

点で比較した場合でも、農業局農業事務所よりJNKVVの方が、人的資源や施設の面で明らかに勝

る。また、営利を目的とする民間企業やSOPAを技術協力プロジェクトの直接のカウンターパー

ト機関とすることは適当ではない。むしろ、農業局県農業事務所や民間企業、SOPAは、プロジ

ェクト終了後、改善された栽培技術を普及するうえでのパートナー的な役割であり、プロジェク

ト実施中は、これらの機関との情報交換・意見交換を積極的に行うとともに、改善された技術を

これら機関へ周知することが、プロジェクト終了後の持続性を確保するうえで重要であると思わ

れる。 
一方、調査団来訪時、JNKVV傘下の単科大学であったCollege of Agriculture,グワリオール

（Gwalior）が総合大学（University）に昇格し、MP州における唯一の州立農業大学だったJNKVV
が前者との間で分割される計画6がMP州政府から明らかにされた。JNKVV傘下にある各単科大学、

地域研究ステーション、KVKなどの各地方機関が、グワリホール農業大学との間でどのように分

割されるのか、詳細はまだ決まっていないとのことであった。この点につき、後述する対象地域

の問題も含め、JNKVVを引き続きカウンターパート機関とすることで活動に支障をきたさないか

確認したところ、次官は、新農業大学の建設にはまだ相当の時間を要することもあり、カウンタ

ーパート機関としてはJNKVVで支障はなく、必要に応じ連携を図っていくことで対応が可能との

回答を得た。 

                                                        
5 調査団が上記を在インド日本国大使館に報告した際も、坂田書記官より「インドにおいては、研究開発と普及機関を統一す

る傾向がある」旨、発言があった。したがって、こうした事例はMP州独自のものではないと思われる。 
6 現地地方紙の報道によると、グワリオール農業大学新設計画は、2008年8月に州政府内で閣議決定された。新農業大学は

College of Agriculture, Gwaliorを当面の中核とするが、総額で5億5,000万ルピー(約11億円)の拠出が予定されている土地取得、

大学事務局棟など諸施設の建設、大学運営に係る諸機関の設立、教職員採用にはまだ時間がかかるものと見込まれている。

（Central Chronicle Website, 20/08/2008）。 
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３－２ MP州農業局 

本プロジェクトの要請は、本来MP州農業局から受けたものであり、度重なるMP州農業局次官

とJICAインド事務所との事前協議の結果、本事前評価調査が実施されることとなった。上記のと

おり、カウンターパート機関はJNKVVとなるがMP州農業局は責任機関として本プロジェクトへ

関与することが予定される。また、農業局次官が本プロジェクトの合同調整委員会委員長に就任

することが同意された。 
農業局の普及における役割については、第 4 章 4-2 で詳述する。 
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第４章 現地調査結果 
 

４－１ インドにおける大豆研究体制と現状 

インドにおける農業省傘下の大豆研究は、インド農業研究協議会（Indian Council of Agricultural 
Research：ICAR）が主管する全インド連携研究プロジェクト（All India Coordinated Research 
Project：AICRP）on Soybeanの下で 1967 年に始まり、インドにおける商業的な大豆生産が始まっ

た時期とほぼ一致している。JNKVVはAICRP設立時にはその本部であったが、1983 年にJNKVV
傘下のSehore農業単科大学が本部となった。その後、1987 年には再び、JNKVVがサブセンターと

しての役割をもつようになった。1987年にはICAR傘下の国立大豆研究センター（National Research 
Center：NRCS）がMP州インドール市に設立され、大豆に関する研究が強化された。そのほか、

中央農業機械研究所（CIAE）内には大豆加工利用センター（SPU）もあるとのことであったが今

回の調査では訪問していない。また、PM州政府が農業試験研究に予算を配分しているが、大豆

研究に対してどれだけ予算を配分されているか調査していない。中央政府に比べて大きな予算が

配分されていないと思われる。 
以上、インド国における大豆研究はAICRPによるインド国全体で実施されている大豆プロジェ

クト研究と国立の研究拠点で集中的に実施される研究とに大別できるが、今回の調査では両者間

で研究内容の分担について詳しく調査していない。NRCSのG.S.Chauhan所長（肩書きはDirector）
によれば、AICRP on Soybean 研究グループとの連携が十分できていないことを問題点として挙

げていた。 
 
４－１－１ JNKVVにおける大豆研究体制 

JNKVVには現在AICRP傘下の大豆研究グループとして、2 名の大豆育種研究者（Dr. Manoj K. 
Shrivastava とDr. A.N.Shrivastava）と 1 名の大豆植物病理の研究者（Dr. R.K.Varma）が在籍して

いる。また、AICRP大豆研究の本部であるJNKVV傘下のSehore農業単科大学には、5 名の専門

アシスタントを含む 10 名の大豆研究者（病理、育種、微生物、昆虫、作物栽培の各専門家）

がいる。 
AICRPの本部、支部とも、年間の研究成果をまとめた年次報告書を発行しており、インドに

おける大豆研究の現状把握の貴重な資料となっている。 
 
４－１－２ JNKVVにおける大豆研究の現状 

育種については、JNKVVの大豆育種研究者が育成した品種JS335 がMP州の主力品種として普

及しており（サーガル県の関係者聞き取り調査では 99％がJS335 とのことであった）、JS335 は

今でもインドの主力品種である。さらに、5 年前からはJNKVVで育成したJS93-05、JS95-60、
JS97-52 の普及が拡大していることから、JNKVVで育成された品種が大きく貢献しているよう

である（サーガル県で訪問したRegional Agriculture Research CenterでJS97-52 の種子生産を確認。

育種研究の概要については「付属資料 5」参照。） 
植物病理においては、Yellow Mosaic Virus（YMV）とリゾクトニア菌立ち枯れ病の研究が進

められている。 
栽培技術に関しては、MP州において 1989～2002 年間に実施された 593 の試験の結果によれ

ば、農家慣行区 1,123kg/haに対し改良栽培技術導入区 1,723kg/haという収穫格差があり、改良
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された栽培技術の導入により約 600kgの増収効果が期待できるとのことであった。 
また、JNKVV内のAICRPがまとめた報告書によると、MP州における大豆収量の制限要因は

以下のとおりである。 
1）不安定な雨期の降雨パターンと降水量 

ほとんどが天水に頼っている大豆生産にとって、不安定な降雨・雨量が 大の収量制限

要因となっており、播種時期、苗立ち、雑草の発生、病虫害防除作業、子実肥大と品質、

収穫作業などに重大な影響を及ぼし、収量減少の要因となっている。 
2）土壌肥沃度管理 

Kharif（雨期作）に大豆を、Rabi（乾期作）にチックピーを作付けすることが多く、マメ

科作物の連続した二毛作は土壌中の養分のバランスを崩すことになる。また、多くの農民

は有機肥料や化学肥料が十分に施用できる状況にないことも土壌肥沃度の低下につながっ

ていると考えられる。 
3）病害 

YMVとリゾクトニア菌による立ち枯れ病が も重要な病害である。 
4）虫害 

数種の害虫いるが、特に農薬に対する抵抗性害虫もあり、それらの防除が大きな課題と

なっている。 
5）種子更新率 

発芽力に問題のない種子への更新率が低い。種子の発芽力には、収穫時期の天候と貯蔵

方法が大きく影響する。 
6）資材投入に必要な費用の欠如 
7）品種 

多収の早生品種がない。生物的あるいは非生物的ストレスに対する抵抗性品種がない。 
 

JNKVV内のAICRPがまとめた報告書によると、現在、推奨されている栽培管理法は以下のと

おりである（詳細については「付属資料 6」参照）。 
1）夏期の深耕 
2）Vertizol土壌での畦立て広畦立て栽培（平坦、水はけの悪い圃場） 
3）種子処理（Thiomethaxame 2g/1kg 種子またはThirum ＋ Carbendezin（2：1） 3g/2g/1kg 種

子）根粒菌接種とリン可溶化細菌処理 
4）土壌診断に基づく施肥と硫黄を含む肥料の利用、4 作に 1 回 亜鉛 5kg/ha（25kg ZnSO4） 
5）有機質肥料の施用 
6）適期の播種（6 月 25 日）45×5～7cm（4～4.5 万本/ha）播種深度 3～4cm 
7）播種量 50～60kg/ha 
8）播種後 25 日目の手除草、播種前除草剤散布（Alchor 1kg/haまたは Metribuzine 0.5kg/haま

たはPendimethalin 1.5kg/ha）、播種後 15～20 日目除草剤散布（ Imezathapyr（persuit） 
0.1kg/ha） 

9）害虫の卵や食害株の除去、葉食害虫防除（Chlopyriphos 20 EC 1.5L/ha、Quinolphos 25 
EC 1L/ha、Endosulfan 35 EC 1.5L/ha、Trizophos 40 EC 0.8L/ha）、芯食い害虫防除

（Triazophos 40 EC 0.8L/ha、Ethofenprox 10 EC 1.0L/ha） 
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このほか、JNKVVでは改良栽培技術に関する研修（農民や普及員レベル）、村落レベルでの

種子生産システム普及や、大豆の高付加価値化と栄養失調の改善のため食用としての利用促進

などを通じ、人材育成を行っている。 
 

４－２ MP州における普及体制 

MP州の公的な普及組織には 2 つ系統がある。1 つは、JNKVV傘下のKVKであるが、同じく

JNKVV傘下の地方農業試験場（Zonal/Regional Agricultural Research Station）の管轄下に置かれて

いる。基本的に全県への配置を目標としているが、未設置の県も一部存在する。KVKでは、主に

①AICRPで開発された技術の実証試験、②AICRPで育成された作物の展示圃場の管理、③農民の

研修が主要業務となっている。 
もう一方の普及組織は州政府農業局傘下にある農業開発事務所であり、州全体をカバーするた

めに行政区分（地方、県、郡各レベル）に対応して配置されている。農民の指導にあたっている

のは郡の農業開発事務所に所属する普及員であり、1 普及員が複数の集落を担当している。その

他、県農業開発事務所には農地の土壌診断をするための分析施設がある。訪問したサガール県の

場合、年間 7,000 点の分析を依頼されており、その結果は主に普及員を通じて農民へ返される。

これら膨大な分析情報にはサンプル採取地の位置情報が含まれており、これらを整理し、その他

の農業生産にかかわるさまざまな情報と統合することができれば、大豆を含めた作物生産振興に

役立つツールとなる可能性が高い。 
なお、サガール県の調査では、両系統の普及組織の関係には特段の問題はなく、緊密に連携し

て活動していると感じられた。将来、当プロジェクトで開発される大豆増産ための技術の実証に

ついては、地方の農業試験場あるいは、これらとの連携が充実しているKVKを中心に実施するこ

とが想定される。 
 

４－３ 研究・普及体制の現地調査 

４－３－１ JNKVV研究・普及体制 
現地調査で訪問した各施設での確認事項は、以下のとおりである。 
（1）サーガル県地域農業研究ステーション〔Regional Agriculture Research Station：（RARS）, 

JNKVV, Sagar〕 
・ 地域農業研究ステーション（RARS）は、JNKVVの研究部長（Director Research）に報

告義務を負う。現在、駐在職員は研究者 3 名、IT担当者 1 名と事務員が 5 名である。 
・ 現在、KVKに建物を貸しているが、2～3 年後にはインド農業研究協議会（ICAR）か

らの補助を受け、KVK専用施設が同敷地内に設立される予定である。 
・ 同ステーションの研究資金は、75％がICAR、25％がJNVKKから提供される。 
・ 主な活動は、研究と普及（普及はKVKを通じて行うことが多い）であり、現在アマニ

（Linseed）と小麦の研究を実施中。大豆の研究は行っていない。 
・ 同ステーションの施設内の試験圃場で大豆原種栽培を行っており、100haの圃場のう

ち 37haを大豆原種栽培に使用している。収穫された大豆原種は、州種子公社等に販売さ

れる。 
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（2）農業科学センター（KVK） 
・ 州内に存在する 47 のKVKのうち、39 が農業大学傘下（7 つはNGO、1 つはICAR傘下）

にあり、JNKVVの 普及部長（Director Extension）への報告義務を負うが、大豆に関する

普及活動は農場部長（Director Farm）の管轄に入る。 
・ 訪問したKVKには、プログラム・コーディネータ 2 名、分野別専門家 6 名（土壌、病

害虫防除、農業など）、アシスタント 3 名が配置されていた。 
・ 主な活動内容は、新技術の試験、農民対象の研修の企画・実施、デモンストレーショ

ンなどである。 

 
（3）州農業局との関係 

・ JNKVV傘下と州農業局傘下の研究・普及機関間では定期的に情報交換が行われ、研究

結果や普及状況などの意見交換や教訓などが共有されている。 

 

４－３－２ 州政府普及体制 

MP州農業局においては、農業部長（Director of Agriculture）の管轄下、7区域ある地区ごとに

Divisional Officeが設置されている（「付属資料7」参照）。本事前評価調査で確認ができた普及

体制の概要は、以下のとおりとなる。 

・ 県レベルに農業部長代理（Deputy Director Agriculture：DDA）を 1 名置き、県レベルの活

動を監理する。その下で、2～3 のブロック（郡）を統括するサブディビジョン農業員（Sub 

Division Agriculture Officer：SDAO）がサーガル県に 4 名配置され、11 名の上級農業開発員

（Senior Agriculture Development Officer：SADO）による各ブロックレベルでの活動を監督・

指導している。 

・ 普及活動の末端には農村農業普及員（Rural Agriculture Extension Officer：RAEO）が配置さ

れ、サーガル県においては約 195 名が現在活動中である。RAEOは、特定の事務所を所有せ

ず自宅を拠点として農民への直接的な普及活動を実行している。現地調査中に聞き取りを行

ったRehliブロックのRAEOは、1 名で 7 カ村（700～800 世帯）に居住する農民を担当してい

る。活動に必要な交通手段は、自己所有の 2 輪車両であるが州政府からは交通費として月に

200 ルピーのみの支給となっている。 

 

４－３－３ その他普及にかかる団体、組織 

政府機関以外での大豆栽培技術の普及に関係するのは、民間企業ITC社（本社西ベンガル州

コルカタ）やインド大豆加工業者協会（SOPA）、（本部MP州インドール）であり、専属普及員

を通じて零細小規模農民への普及活動を実施している。 

ITC社：県内に43のChoupal Demonstration Field（CPK）と呼ばれる各1エーカーの展示圃を設

置し、Kharif（雨期作）には大豆、Rabi（乾期作）には小麦とGramの栽培指導をしている。

大豆に関しては、初期投資として優良種子、防虫農薬、除草剤、化学肥料などを無料で農

民に配布し、専属普及員を通じて技術指導を行っている。中央政府のAgriculture Technology 
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Management Mission（ATMA）7を利用し、50％をATMAの補助金、残りの50％をITCが負担。

これにより単収が1,800t/haから2,200 t/haに増えた農家もあるという。同じくITCが経営す

るE-Choupal8ではこれら展示圃で利用した化学肥料、農薬などの投入財を販売しており、

この技術指導で農民が得た知識はそのままE-Choupalの売り上げにつながるものと思われ

る。 

SOPA：1979年にMP州インドールに本部を設立し、現在では450名の会員をもつ。加工に適し

た優良大豆生産支援活動の一環として、「大豆開発プログラム」“Soybean Development 

Programme”を実施し、同協会が契約する農家への優良種子の無料配布や技術研修、デモ

ンストレーションを行っている。 
 

４－４ 大豆生産農家の現地調査 

面接した大豆生産農家は大規模農家が 1 名、中規模農家が 2 名、小規模農家 2 名であった（選

定はMP州農業開発事務所があらかじめ出先の郡事務所に指示して行ったと思われる）。 
実際に大豆生産農家が導入している大豆生産技術の詳細について、直接聞き取りを行った結果

は「付属資料 8」のとおりだが、要約すると、①牛糞を有機質肥料として利用していること（土

壌の肥沃度管理検討の必要性を示唆）、②害虫の被害が目立つようになったこと（IMP技術検討の

必要性）、③種子更新（優良種子生産技術検討の必要性）の重要性が指摘されたことのほか、④

播種直後の湿害（畝立て栽培検討の必要性）が報告されるなど、小農を対象とした技術開発の可

能性に関する情報を得ることができた。 

                                                        
7 Agriculture Technology Management System (ATMA)は、インド政府が2005年より開始した農業技術管理制度。全国252県にお

いて、県レベル以下の普及活動を支援し、より農民中心型の普及体制を確立することを目的とする。この制度は、各州政府

が作成した戦略的研究普及計画（Strategic Research and Extension Plan：SEWP）や州普及活動計画（State Extension Work Plans: 
SEWPs）に基づき支援を行う普及活動を選出し、中央政府90％、州政府10％の負担で普及活動を行う団体へ補助金が支給さ

れる。 
8 E-Choupal（Choupalとは、ヒンディー語で村の寄り合い場を意味する）とは、情報交換と電子商取引を行うためのシステム

のことで、ITC社がインド農村部にインターネットに接続したコンピュータを設置しE-Choupalを設立した。農民はこのシス

テムを利用することで農業技術、天候、市場価格などの情報が入手できるようになった。E-Choupalの詳細は、

http://www.echoupal.comを参照。 
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第５章 評価 5 項目 
 

５－１ 妥当性 

以下の理由から妥当性が高いと判断される。 
（1）インド政府第 11 次 5 カ年計画は、Inclusive Growth（包括的な成長）を標榜している。北

部貧困州の１つであるMP州において、生産者の大半を占める小規模貧困農家の所得向上に資

する大豆栽培技術の改良を行うことは、国民の生活水準の底上げのみならず農業経済成長へ

の貢献度も高く、インド政府の政策方針と合致しているといえる。また、MP州政府が推進す

る油糧種子増産政策への貢献度も高い。同時に、わが国の「対インド国別援助計画」では、

農業生産性の向上を通じて農村住民の生計向上や雇用促進を支援することとされており、日

本の援助政策と整合的である。 
 

（2）本プロジェクトの上位目標レベルの裨益者は大豆生産者の大半を占める小規模貧困農家と

されている。しかしながら、これまでインド政府の増産政策では、こうした小規模貧困農家

を普及対象とした低投資型の大豆栽培技術が十分に開発・改良されてこなかった。近年の食

用油の消費増により、油糧種子の１つである大豆の需要が急激に伸びている状況にあって、

大豆生産量全国 1 位を誇りながら収量が低いMP州において、大豆生産者の大半を占める小規

模貧困農家が採用しやすい低投資型の栽培技術改良へのニーズは高い。 
 
（3）日本には一世紀以上に及ぶ大豆栽培技術研究の歴史があり、こうした技術の比較優位性を

もとにインドネシアやパラグアイへ大豆生産分野での技術協力を行ってきた。天水栽培が中

心の当地域で問題となっている干害や湿害などの問題に対しても、国内でのさまざまな気候

条件下で大豆生産を行ってきた実績が十分に生かされると思われる。 
 

５－２ 有効性（予測） 

以下の理由から有効性が予測される。 
（1）本プロジェクトは、小規模貧困農家に適した低コストの大豆栽培技術の体系が改良される

ことを目標とし、改良された大豆栽培技術体系に関する普及員用ハンドブックが作成される

ことをもって、目標の達成を見極めることを想定する。 
 
（2）小規模貧困農家の大豆栽培に関する問題点が明らかになり、肥培管理、病害虫防除、土壌

管理等の個別技術が改良され、これまでの農家慣行栽培技術が小規模貧困農家に適した形で

体系的に改良されることで、プロジェクト目標が達成されることが見込まれる。 
 

５－３ 効率性（予測） 

以下の理由から効率的なプロジェクト実施と成果が見込まれる。 
（1）成果は、小規模貧困農家の大豆生産に係る現地調査を実施し、その結果明らかになった問

題点の取りまとめ、及び試験圃場での実証状況、それらを体系化したハンドブックの作成を

もって、その達成状況を測るとされていることから妥当な指標と思われる。 
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（2）実施機関であるJNKVVは、大豆栽培にかかる研究のみならず普及まで一貫して行う唯一の

機関であり、研究・普及に係る地方機関のネットワークを州内に広く有する。また、JNKVV
には全インド連携研究プロジェクト（AICRP）で大豆を担当する 2 チームを中心に大豆研究

において長年の経験を有する専門家が存在することから、彼らが蓄積してきた専門知識を有

効に活用しつつ、日本人長期専門家（チーフアドバイザー/大豆栽培/調整員）や短期専門家

の派遣を適宜行い、双方の優位性を生かした形で活動が円滑に遂行されることが見込まれる。 
 
（3）通常の気象災害などの外部要因については、本プロジェクトにより適切な栽培体系が確立

されることで、天候不順の影響緩和が可能になると考えられる。そのため、大規模な気象災

害や未知・既知の病害虫被害が複数年続かない限り、成果の達成が困難になる可能性は低い

と思われる。 
 

５－４ インパクト（予測） 

以下のようにインパクトが予測される。 
（1）本プロジェクトの成果として作成されるハンドブックを実施機関やその他MP州で普及活

動を行う各関係機関と共有することで、MP州全体の小規模貧困農家に適した大豆栽培技術が

広く普及され、大豆生産量が増加することが期待される。 
 

（2）また、大豆の増産が実現すれば、搾油や食品加工などの農村工業において地元で多くの雇

用を生みだすことが期待されることから、農村部における雇用の拡大への波及効果も見込ま

れる。 
 

（3）大豆の市場価格については予測が難しいものの、国内需要の伸びが十分に見込まれている

こと、また公的配給制度（PDS）により 低支持価格が設定されていることから、価格の暴

落により上位目標の達成が困難になる可能性は低いと思われる。 
 

５－５ 自立発展性（予測） 

以下のように自立発展性が予測される。 
（1）技術普及の観点においては、前述のとおりカウンターパート機関であるJNKVVは、農村の

生計向上に資する研究開発及びその成果の普及を行うことを使命としており、その研究・普

及に係る地方機関のネットワークを使い、本プロジェクトで改善された大豆栽培技術を広く

普及できるものと思われる。同時に、地方においてJNKVVと密接な連携のもとに活動する州

農業局普及機関を通じて、JNKVVが開発した他の技術や新品種普及の場合と同様に、本プロ

ジェクトの成果が広く普及することが期待できる。 
 

（2）技術改善の観点において、インドは 1980 年代から一貫して油糧種子増産政策がとられて

おり、国内需要の伸びも十分見込まれるため、輸入代替を目的とした同政策が今後も継続さ

れる限り、大豆栽培技術改良の必要性は生じるものと考える。また、カウンターパート機関

には、AICRPで大豆を担当する 2 チーム、計 12 名の研究者を中心に長年大豆研究を進めてお

り、この体制に大きな変化はないと思われる。資金的な面においても、独自品種の原種生産
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から得られる自己資金も有することから、今後も大豆研究及びその普及を継続していく方向

は担保されていると思われる。 
 

５－６ 貧困・ジェンダー・環境への配慮 

パイロット農家の選定にあたっては、指定カースト、指定部族などの貧困層も含めるよう配慮

する。 
 

５－７ 過去の類似案件からの教訓 

（1）インドにおいて、同分野での類似案件は存在しないが過去、近隣州で実施された養蚕プロ

ジェクトからの教訓は、普及が容易な適正技術の開発こそがモデル農家以外への自発的な普

及活動を可能にしたという点である。よって、本プロジェクトにおいても小規模貧困農家へ

の普及を念頭に置き、導入しやすい技術開発を行うこととする。 
 

（2）「パラグアイ大豆生産技術研究計画（1997 年 10 月～2002 年 9 月）」からの教訓は、プロジ

ェクト終了後のパラグアイ側投入（コスト予算含む）が不十分であり、移転された技術を生

かすための財政基盤の確保が困難であった。よって、本プロジェクトにおいては、先方の既

存の投入規模・枠組みを大きく変えることなく、持続性に配慮した技術開発を行うこととす

る。 
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第６章 プロジェクト実施上の留意点 
 
本プロジェクトの実施に向け、以下の事項に留意が必要である。 
（1）派遣された日本人専門家によって追加調査を行い、必要に応じて本プロジェクトのPDM

（案）とPO（案）の見直しをすることが求められる。 
 
（2）大豆の遺伝子組換えは協力対象に含まれない。 
 
（3）College of Agriculture, Gwaliorの総合大学（University）への昇格に伴い、JNKVV傘下の機

関が前者との間で分割されることに鑑み、各関係機関との連携を進めつつも、プロジェク

ト活動計画の承認、試験圃場設置場所選定等に際し、混乱が生じないよう留意する必要が

ある9。 
 
（4）専門家の派遣時期に留意する必要がある（特に雨期との関連性）。 
 
（5）プロジェクト対象地域がMP州全体であるので、パイロット農場を決定する際はJNKVV

以外の関係機関とも協議を行い、総体的に公平かつ戦略的に成果が見込める農場を選ぶこ

とが求められる。 
 
（6）カウンターパートの人事異動など、プロジェクト実施に悪影響となる外部要因の発生を

少なくするよう努める。 
 
 

                                                        
9 特に、今後JNKVVから新農業大学への移管が見込まれているRAK Agriculture College, Sehore（AICRP on soybeanをコーディ

ネート）などとの調整は、必要に応じてJCCなどの機会を利用しつつ進める。 
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第７章 今後の評価計画 
 
インド・日本国側双方の合同で、プロジェクト開始後 2 年半経過した時点で中間評価を、そし

てプロジェクト終了時の半年前に終了時評価を実施する。また、事後評価はプロジェクト終了後

3 年をめどに実施する。 



付 属 資 料 

 

１．Minutes of Meeting（M/M） 
 
２．主要面談者リスト 
 
３．JNKVV概要 
 
４．関係機関訪問メモ 
 
５．JNKVVにおける育種研究概要 
 
６．大豆改良技術の現状について 
 
７．MP州農業局普及機関図 
 
８．大豆生産農家聞き取り結果 
 
９．Record of Discussion（R/D） 
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